
交通事故や交通障害の原因になりますので

道路への雪出しはやめましょう

  車道や歩道に雪を出すと、道路が狭くなり、路面が凸凹になるなど、車

や歩行者の通行に支障が生じます。敷地内の雪は敷地内で処理するか、公

園または雪堆積場に運んでください。

なお、公園への雪の堆積は、スノーダンプなど人力で行うことは認めて

いますが、除雪機械での搬入は認めていませんのでご注意願います。

○道路交通法施行細則（道路における禁止行為）

第１９条第１項第２号 「みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、

ガラス片その他これらに類する物をまき、又は捨てること。」  

※違反した者は５万円以下の罰金に処されます。              
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